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次頁以降の各管理運営状況の取組評価については、以下の評価基準により評価を行う。

要求水準を上回り、優れた管理運営がなされている

要求水準を満たしており、適正に管理運営がなされている

要求水準を下回る管理運営がなされている

要求水準を大幅に下回る管理運営がなされている

評
価
基
準

a

b

c

d

(10) 休館日

9時00分から17時30分まで
・土日祝
・12月29日から1月3日

年間から 令和 11 年 3 月 31 日 まで 5

堺市立こどもリハビリテーションセンターは、心身に障害のある児童及びその疑いのある子どもの早期療
育支援を行うことにより、豊かな発達と自立を促し、地域社会の中で生き生きとした暮らしが送れるよう家
族も含め総合的に援助していくことを目的として設置された施設であり、子どもの状況や発達課題を踏ま
え、「保育」、「診療」、「リハビリ」、「相談」を一体的に行う総合的な療育が必要とされるため、療育にあたる
職員には、高度な専門的知識や経験が求められる。また、発達障害の子どもは環境の変化にとても敏感
であるため、支援の継続性の担保や、障害児やその保護者とセンターのスタッフとの信頼関係の構築が不
可欠である。さらに、同センターは、診療施設も併設する療育の専門施設として、こども園・保育所・幼稚
園・学校や障害児通所支援事業所等への支援や、その利用者への療育の提供や支援など、地域におけ
る障害児支援の中核的機能を担うことも必要である。社会福祉法人堺市社会福祉事業団は、当該施設を
管理運営させるために平成5年に設立した社会福祉法人であり、法人設立以降、本市における就学前の
障害児の早期発見・早期療育システムの中心的な役割を担ってきた。就学前の障害児療育に特化した事
業展開により、長年にわたり蓄積した経験や実績、専門的なノウハウに基づく高度な専門性を活かすこと
で、障害の種別や程度（重度、重複）に関係なく、毎日通園や分離保育、単独登園や並行通園など、多様
化する支援ニーズに対応した療育の実施が可能となっている。また、卒、退園後の学校や幼稚園等との連
携も保護者了解の下、密に行っており、関係諸機関からの信頼も得ている。

（利用料金制・徴収委託）

(11) 選定方法（公募・非公募の別）

非公募

（非公募の場合、その理由）

社会福祉・医療施設 有

(9) 開場時間

(7) 施設分類 (8) 有料施設の有無

・ 地域支援に関する業務　　障害児相談支援等、障害児等療育支援事業

・ 施設等の維持管理に関する業務

・ 児童発達支援センターに関する業務（児童発達支援、診療所、保育所等訪問支援）

(5) 指定期間

(6) 主な事業

・ 施設の管理運営に関する業務

1 日令和 6 年 4 月

(3) 所管部局

健康福祉局　障害福祉部　障害支援課

(4) 指定管理者名

社会福祉法人堺市社会福祉事業団

心身に障害のある児童及びその疑いのある児童の早期療育体制の充実と福祉の増進を図るための総合
施設として設置

（南こどもリハビリテーションセンター）

堺市指定管理者評価表

（ 評価対象期間 ： 令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで ）

1　基本情報

(1) 公の施設の名称

堺市立南こどもリハビリテーションセンター

(2) 施設の設置目的



b

b

b

b

b b

b b

イ　評価に関する所見・特記事項

77.5

25,750

社会福祉法人
堺市社会福祉
事業団

社会福祉法人
堺市社会福祉
事業団

社会福祉法人
堺市社会福祉
事業団

b b
自主事業の実施など施設の設置目的の範囲内で、サービスの質を維持・向上するた
めの具体的な取組がなされたか。

利用者からの苦情、要望への対応が適切に行われ、また、利用者の意見を施設運営
やサービスに反映させる取組がなされたか。

利用者アンケート等の結果、施設利用者の満足が得られていると言えるか。 b b

b b

・一部クラスについて定員が数名から十数名程度埋まって
いないことから分析を行い、利用者ニーズに応じたクラス設
定の改善に努められたい。
・利用者数の確保については、令和6年度から、一元化に伴
いクラス体制を変更したが、ニーズに応じたクラスに対する
適正な定員設定が難しかったことが考えられる。また、保護
者の就労条件的に利用が難しいことや、民間の事業所が
増加傾向にあることも考えられる。
・児童発達支援センターとして、時代に応じた利用者ニーズ
を把握し、運営形態等の見直しに努められたい。

人材育成の方針や研修計画等に基づいて、職員の資質や能力の向上を図るために必
要な研修を適切に実施していたか。

施設の設置目的や市が定める各種計画等に則って施設の管理運営が適切に行われ
たか。また、施設を最大限活用して、設置目的に沿った成果を得られたか。

利用者への情報提供、広報が適切に行われているか。また効果があったか。

a a

b b

b

利用者が利用者しやすい料金の設定や利用区分になっているか。

・職員研修について積極的に行っている点について継続に
努められたい。
・利用者への情報提供・広報について当該施設で行われて
いる支援が支援を必要としている人に届くよう効果拡大の
ため工夫に努められたい。

指定管理者 市

b

イ　取組評価

指定管理者 市

ア　利用状況

利用者満足度（単位：％）

令和6年度令和5年度令和4年度

81.0

81.0

24,528

92.7

81.6

つぼみ園の一元化に伴い肢体不自由児のクラス数及び契
約児数が減ったこと等により、利用者数は減員となったが、
稼働率はおおむね同水準を保っている。

指定管理者 市

b

（南こどもリハビリテーションセンター）

2　管理運営状況

(1) 適正な管理運営の確保

ア　取組評価

b
市民の平等利用や日常の事故防止、当該業務において回避しなければならないリスク
に対して、回避するための具体的な方策を講じているか。

ウ　評価に関する所見・特記事項

利用者の個人情報の取扱いや情報管理体制は適切であったか。

防犯、事件事故及び災害の発生時又は発生に備えた対応が適切であったか。

指定管理者名

利用者数（単位：人）

稼働率（単位：％）

仕様書等で定めている人員配置（障害者、高齢者等）は、適切に為されているか。

施設の設備、器具備品は、適切に管理していたか。また保守点検や法定点検は、適切
に実施していたか。

27,481

(2) 利用者サービスの向上

指定管理者 市

・北こどもリハビリテーションセンターと連携し、居住地等に
関わらず南北いずれかのセンターで同様のサービスが受け
られるように、相談、利用受付、関係機関調整等を一元化し
取り組んだ。
・大学講師によるスーパーバイズ、職場内研修や派遣研修
を延52回実施した。

b

b

90.3



b当初の収支計画どおりに適切、適正に予算執行がなされているか。

・最低賃金改定等に伴う委託料増額に対応するため、一部
第三者委託業務において仕様書を見直し、支出抑制に努
めた。
・人件費については、定期昇給や最低賃金改定等に伴い支
出が増額された。

・利用料金の減少について、利用定員が埋まりきらないこ
と、診療所によるリハビリ単位数の低下（職員の産育休によ
る人員不足）が考えられる。
・今後も必要経費において物価高騰や賃金改定等支出に
影響が出ることが考えられるため支出抑制だけでなく、利用
者確保のための利用者ニーズへの対応や、運営形態の見
直し等、収入増加にむけた取り組みに努められたい。

指定管理者 市

施設の管理運営に関し、経費を縮減するための十分な取組が図られているか。

指定管理者 市

b b

b

ウ　評価に関する所見・特記事項

）

イ　取組評価

b経理事務は適正に行われているか。

b b

（市への納付金の額） 0 0 0 0

収支差額 354,627 303,710 430,351

収入を増加するための具体的な取り組みがなされ、その効果があったか。

b

0

650,000

支　　　出 278,373 233,290 219,649 650,000

令和4年度 令和5年度 令和6年度
【参考】

令和6年度（予算）

収　　　入 633,000 537,000 650,000

支出

■自主事業 （ 有 （単位：円）

（市への納付金の額） 0 0 0 0

収支差額 -63,551,067 -67,931,952 -28,268,590 0

合　　計 517,840,545 531,958,872 542,179,129 526,991,000

369,097,000

委託料 28,110,866 27,912,092

その他 104,205,923 107,149,778 84,691,467

5.4%

修繕費 3,885,294 2,184,545 5,623,552 5,788,000

総支出額に占める
委託料の割合 5.4% 5.2%

105,813,000

光熱水費 17,343,867 14,978,268 15,346,880 17,839,000

5.2%

28,226,124 28,454,000

人件費 364,294,595 379,734,189 408,291,106

454,289,478 464,026,920 513,910,539

（南こどもリハビリテーションセンター）

2　管理運営状況

(3) 収支

ア　収支状況 （単位：円）

指定管理者名
社会福祉法人
堺市社会福祉
事業団

社会福祉法人
堺市社会福祉
事業団

社会福祉法人
堺市社会福祉
事業団

社会福祉法人
堺市社会福祉
事業団

■指定管理業務 令和4年度 令和5年度 令和6年度
【参考】

令和6年度（予算）

334,115,000

利用料金 164,543,121 179,348,832 179,787,195 192,631,000

合　　計

収入

指定管理料 289,429,104 284,359,000 333,950,552

負担金 0 0

526,991,000

0 0

その他 317,253 319,088 172,792 245,000



保育所等訪問支援事業の実施件数 年間延べ170件以上 198件

Ｄ 管理運営が適切に行われたとは認められず、改善が必要であるもの

評
価
基
準

A 仕様書で求める目標や水準を上回る管理運営がなされ、優良であるもの

B 概ね仕様書で求める目標や水準どおり（80～100％）の管理運営がなされ、適正であるもの

C 管理運営が仕様書で求める目標や水準を下回っており、努力が必要であるもの

利用料金収入の総支出に占める割合 40%以上 33%

イ　実績に関する所見・特記事項

・児童福祉法改正に伴い、地域の中核機能としての
役割を強化するため、地域の関係機関とのつなが
りを大切にした。
・新たに保育所等訪問支援事業所を対象とした交
流会を実施するなど、様々な関係機関を対象にセ
ンター見学会や事業所交流会を企画し、センター機
能の周知活動及び各事業所等職員との交流を行っ
た。
・自立支援協議会への参加や児童発達支援事業
所への訪問にも取り組んだ。

・地域の中核機能の役割強化のための取り組みに
ついて継続拡大に努められたい。
・中核機能と本体運営の両立が求められるため
ニーズ把握を徹底し適正な人員配置に努められた
い。
・収支状況については、人事院勧告の影響により支
出額の大幅な増加が要因である。
サービスの実施実績は、北と比較して達成率が高
い。
・産育休代替等による人材確保等が困難であった
状況から、一時的な人員体制として水準に達するこ
とが難しかったが、可能な限りの職員体制として、
努力がされているものと判断する。

(2) 総合評価

目標の達成状況のほか、管理運営状況も含め、以下の評価基準により総合的に評価を行う。

指定管理者 所管課

評価 B B

評価の理由

■収支

指標 目標 実績

利用者アンケートにおける満足度 満足割合90%以上 81.0%

障害児相談支援の実施件数 年間延720件以上 471件

■利用者サービスの向上

目標 実績

診療所における機能訓練実施単位数 年間延べ12,800単位以上 9,078単位

指定管理者 市

・機能訓練実施単位数及び利用料金収入割合は、つぼみ
園の一元化に伴い肢体不自由児のクラス数及び契約児数
が減ったこと等が影響した。
・利用者評価については、国指標により評価項目が変更と
なった（5項目中「よくあてはまる・あてはまる」の2項目⇒5項
目中「はい」の1項目に変更）ことにより数値としては下がっ
ているが、全体的な傾向はおおむね同じ。

・診療所における機能訓練実績の実績について肢体不自
由児の契約児に限らずニーズに応じた予約枠の設定、周知
など実績を増やす工夫に努められたい。
・利用者アンケートについてニーズ把握を徹底し運営に反
映されるよう努められたい。

（南こどもリハビリテーションセンター）

3　目標管理、総合評価

(1) 目標管理

ア　市が仕様書で定める目標の達成状況

指標 目標 実績

■適正な管理運営の確保

指標


